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○那谷屋正義君 民主党の那谷屋正義でございます。 
 この部屋で、そしてこの委員会での質問というのは大変久しぶりでございまして、また

身の引き締まる思いでございますけれども、是非よろしくお願いしたいというふうに思い

ます。 
 また、この大変重要な審議を、実りのある審議を長いこと、長い間このようにずっと頑

張られていらっしゃる大臣を始め、また西岡提案者を始め、本当に御苦労さまでございま

す。また、こうして質問の機会を与えていただきました同僚の議員の皆さんにもまず御礼

を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 
 それで、早速ではございますが、まず法案の質問の前に幾つか御質問をさせていただき

たいんですが、最近の子供たちを取り巻く状況といいますか教育環境といいますか、そう

いう中にあって非常に、まあどちらかというとというよりも、むしろ悪い方向に影響が与

えられているなということを私の方から指摘させていただきたいと思うんですが、例えば

ブラウン管、ブラウン管はもう古いですね、テレビですとか新聞ですとか、そういうとこ

ろの中で、残念ながら多くの方が自殺をするというような、自ら命を絶つというようなこ

とがございます。 
 これは、やはり子供たちはテレビを見たりすると、あっ、自分も苦しくなったら死んじ

ゃっていいのかなとか、あるいはもっと小さい子になりますと、ゲームじゃないけれども、

どうにかするとまた復活するんじゃないかとか、いろんなことを考えるというふうに思う

んですけれども、こうした自殺が本当に多くなってしまっているという現状、これが教育、

子供たちに与える影響というものを大臣はどのようにお考えか、よろしくお願いいたしま

す。 
 
○国務大臣（伊吹文明君） それはもう、今先生がおっしゃったとおりだと思います。メ

ディアが大変発達をしてきていることと、それから残念ながら核家族化が進んで共働きが

常態化するということは、これは社会の進歩とともにごくどの国でもあり得ることですが、

その結果、学校が終わった後、子供たちは両親あるいはおじいさん、おばあさんと一緒に

暮らす時間がないというのが現実ですよね。その本来家庭と地域社会に期待されていた教

育力、しつけの力というのを今みんな学校の先生に押し付けて、どうだという話になって

いるというのが日本の私は一番つらい現状だと思います。 
 子供は帰ってくるとテレビ見ますよね、両親がいないわけですから。テレビを見ると、

今おっしゃったように、人を殺すというのはよくテレビゲームなんか出てきますね。死ん

だ後、また生き返ったりするわけですよ、おっしゃったとおり。大人もまた、苦しければ

すぐに死によってそれを解決しようと。もちろん、キリスト教文化という文化が日本には

ありませんので、自殺というものについての危機感がキリスト教文化の国に比べると少な



いという点もあるんだと思いますが、今度の教育基本法の改正の中にも生命の尊さとかい

うことを明記しておりますので、学習指導要領その他でどういうことを教えていただくか

ということは、やっぱり先生の今の御注意を踏まえて、もう一度やはり法案が成立したら

見直さないといけないと思います。 
 
○那谷屋正義君 命の大切さということで共通の理解かなというふうに思いますが。 
 もう一つ、自分が間違いを犯した、あるいは人に迷惑を掛けた、そしてそのことが自分

に責任があると、こうしたときに、いろいろな方法、表現の仕方はあるのだというふうに

思いますけれども、やはり、まず相手に自分の今のその思いを伝えるときには、いわゆる

陳謝するというか謝るというか、そうしたことがまず大事なんではないか、自分の思いを

相手にまず最初に理解していただくためには大事ではないかなというふうに思うんですが、

なかなかこれが最近、やっぱりこれもテレビ等を見ながら、あるいはもう少し言うと、政

治家の中にもなかなかそういうふうなことが表れてこない。 
 私は、政治家だから絶対に間違えないという、そういう認識は絶対にあり得ないという

ふうに思いまして、やはり間違いは間違いとして、それは本当に国民の皆様には、不安を

あおるというか、不安を持たせて、不安な心、安心できない思いをさせてしまって申し訳

ないというようなことはまずあって当たり前だろうと思うんですが、まあ昨日、全然違い

ますけれども、厚労大臣の方は陳謝をされたというようなことがあります。 
 時期がこれで良かったのかどうかという問題はありますけれども、しかし、一国の総理

であります安倍総理は、責任は感じているというふうにはおっしゃっていますが、そうし

た陳謝という意味のものは全く今回表されていないわけで、そういう意味では子供たちに

は非常に分かりにくい、むしろ謝るよりも開き直った方がいいんじゃないかというような

思いさえ教育上出てきてしまうような、そういうようなことがあるんではないかと思うん

ですが、この点についてはいかがでしょうか。 
 
○国務大臣（伊吹文明君） 私はヨーロッパで四年ばかり生活をしてきたことがあります

が、何か例えば事故を起こしたとかいろいろなことがありますと、日本人はすぐにごめん

なさい、申し訳ないと言いますが、本当にそれを例えば補償だとか何かで表すことになる

とごねるんですよ。ところが、イギリス人だとかは、やはり自分を正当化する、権利を主

張するということは非常に強い文化を持っていますから、簡単にごめんなさいとは言わな

いですね。しかし、いったん決着が付くと誠実にそれを表していくと。 
 ですから、政治の分野について言えば、これはありていに言うと、いろいろ、与野党が

ありますよね、主張の違い。そして、目睫の間に参議院選挙が迫っておりますよね。です

から、つくられた疑惑、つくられた、何というのか、失敗ということなのか、本当の失敗

なのかというのは、これはいろいろ見る立場によっていろいろ意見があると思います。で

すから、今先生が正におっしゃった、厚労大臣は謝罪したけれども安倍さんはどうだとい



う、これは私は御党の菅、当時の厚生大臣が例の年金番号を入れたというのは私は大いに

評価をしているんですよ。あれを入れるまで約三億件の職場ごとのいろいろな保険の支払

件数があったんですよ。あの年金番号を入れて名寄せを始めたから二億五千がなくなった

わけです。あと五千件残っているんです。（発言する者あり）あっ、五千万件。この五千万

件をどう処理していくかというのは、実は歴代の厚生労働大臣をも含めて、すべての人た

ちが国民に対して責任を負うべきことなんですよ。私は、安倍さんも負わなければならな

いと思いますよ。しかし、安倍自公政権が悪いとか安倍さんがけしからぬということだけ

を言うということになると、これはそれで謝れという、謝らないのはおかしいということ

は、選挙の前にはお互いに少しこれは慎まないといけないことじゃないかと思いますね。 
 
○那谷屋正義君 これは本当は深入りしないつもりだったんですが。 
 一つ目は、先ほどヨーロッパの話をされました。だけれども、私の質問の前に、広中委

員のときには日本には日本の文化があるというふうな物の言い方をされておいて、今回の

謝るという形についてはヨーロッパのことを引き出されるということはちょっと一貫性が、

ちょっといま一つ疑問があるなと。 
 いや、私は大臣の言われることは分かります、ヨーロッパの方たち、アメリカの方たち

は交通事故があっても決して最初に謝らないというのはよく分かります。それはよく分か

っていますが、しかし私の言ったこと、つまりそれは日本人の文化というか、日本人の今

までの文化の中で、やはりすぐ謝っちゃうけれどもということがありますけれども、やは

り謝る中でもうすぐお互いのそこの緊張感が一瞬和らぐというか、解けるんだろうと思う

んです。本当にそれから悪いなと思ったときには、それに対して償いというものが今度行

われてくるんだろうと思うんですけれども。その部分が、やはり今の政治的ないろんな背

景というのは子供たちは分かりませんから、ですからやっぱりこういうふうな状況なんだ

なといったときに、やっぱり謝らなきゃいけないときには謝るべき、この方が分かりやす

いんじゃないかなというふうに私は思うということを、これはこれ以上はお聞きしません

けれども、そんなふうに思っているところであります。 
 それで、実は最初にお話しした命の大切さ、それから今、何か間違えたときにごめんな

さいと言う、謝るというやり方という、こういう方法、こういうことはもちろん学校の中

でもしっかりとこれまで指導はされてきたというふうに思いますけれども、これは、先ほ

ど午前中に中島委員の方から御指摘ありましたように、学校だけではこれはやはり子供た

ちを、しっかりとこのことを身に付けていただくというわけにはいかない、なかなか難し

いというふうに思います。やはり、いわゆる社会あるいは大人たちが、あるときには子供

たちのそうした良き見本になってやっていくというようなことも大事だろうというふうに

思いますし、一緒に話をしながら子供たちが理解を深めていくということが一番大事なん

だろうというふうに思うわけであります。 
 そんな中で今回は、そうはいうものの学校の教育力を高めることもその要因の一つであ



るということの中で多分法案が出されたと私は理解をしているところであります。 
 そこで、いよいよ本題に近いところに行くわけですが、まだ本題じゃないんですけれど

も、実は十年目といいますと、今十年次研修が行われております。実は二〇〇一年、今か

ら六年前でしょうか、行政機関が行う政策の評価に関する法律を適用してきちんと政策評

価をしていくということがこの文教の中で話があって、これは私の今の部屋の先輩である

山本正和さんがその話をされたようで、そのときに文科省の方としてもそれはきちんとや

るというふうなお答えをされたというふうに聞いていますけれども、この十年次研修とい

うものについて、その政策評価をどのように今されているのか、お尋ねをしたいと思いま

す。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 十年経験者研修の評価についてのお尋ねでございますけれ

ども、私どもは、今年の二月に都道府県、政令都市、そして中核市の教育委員会にアンケ

ート調査を実施をいたしました。今申し上げました教育委員会で実際に十年経験者研修を

実施をしていただいているわけでございますので、実施をしてどうだったかということを

お聞きをしたわけでございます。 
 アンケートの結果でございますが、研修の効果という意味では、教員の専門性を高める

ことができたというのが全体の九割以上の回答でございました。それから、それ以外に教

員の研修意欲を高めることができた等の回答をいただいているところでございます。 
 一方、実施上の主な課題ということもお聞きをいたしましたら、やはり研修の質の向上、

それから指導体制の充実、研修中の校務の円滑実施といったようなことを更に工夫をして

いく必要があるといったような回答が寄せられているところでございます。 
 私どもとしては、それぞれの教育委員会におきまして、公立学校の各教員の得意分野づ

くりを促すための制度として今運用されているというふうに認識をいたしております。 
 
○那谷屋正義君 今、この十年次研修が制度として入ってくる、そのときの目的の中に、

今言われた専門性を高めるというか、得意分野を伸ばすというような、その当時、言葉が

使われていたかというふうに思いますけれども、そういう部分においては一定の成果があ

ったというふうなお答えだったかというふうに思います。それから、課題として更なる研

修のということですよね、質の向上とか、そういうふうな指導体制の問題だとかいろいろ

お話がございました。 
 私の方の、これは実際に十年次研を受けた方の感想なんですけれども、これは校外と校

内とに分かれているわけですけれども、いわゆる校外での二十日間、これは一応二十日間

となっていますが、各県によって多少ずれがあるようでございますが、非常に日にちが、

日数が多過ぎるというような話もありましたし、それから、特に夏休み中なんというのは、

逆にいろいろと部活あるいは水泳指導等々の中で大変厳しかったという、まず日程的な問

題について相当課題があったということと、それからもう一つは、一つの県の中で行われ



るこの十年次研修が、幾つかに分かれてその土地土地でやられるわけですけれども、やは

りその研修の会場に行くのに大変不便であったということで、私がこのことを思って、そ

して今の局長のお話を聞いていると、先生方は研修の質について、それは大変良かった、

あるいは向上を求めたいという、その思いというのに異論はないんだと思うんです。ただ

し、参加をするためのその体制でありますね、場所だとか、あるいはその時間だとか、そ

ういったところに非常にやはり苦労をされているという、こういったことが浮き彫りにさ

れてきているんではないかなというふうに思うところであります。 
 
 ところで、昨今、この委員会あるいは衆議院の委員会のやり取りを聞いておりましても、

実は、言葉として、指導力不足、あるいは指導不適切、あるいは指導不適格というような

この言葉が幾つか混乱して使われてしまっている部分があるのかなというふうに思うんで

ありますけれども、その辺をちょっと整理をしていただけたらと思うんですが、お願いい

たします。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 今三つの言葉について整理をしてほしいというお話がござ

いました。 
 今回の御提案申し上げております教育公務員特例法の改正案におきましては、指導が不

適切という言葉を使っております。この指導が不適切の定義につきましては、一般には、

教科に関する専門的知識、技術等が不足をしているため学習指導を適切に行えないこと、

指導方法が不適切であるため学習指導を適切に行えないこと、児童生徒の心を理解する能

力や意欲に欠けて学級経営や生徒指導を適切に行えないことなどの場合があると考えてお

ります。 
 それから、指導力不足という言葉でございますけれども、これは現在、都道府県の教育

委員会等が実施をしております指導が不適切な教員に関する人事管理システムにおいて、

現実に指導力不足教員の人事管理システムといったような形で使われている例がございま

す。ですから、意味としては、指導が不適切な教員に関する人事管理システムとほぼ同義

に使われていると受け止めております。 
 それから、指導不適格という言葉は余り使われないとは思いますけれども、地方公務員

法の第二十八条第一項三号では、分限処分の事由として、その職に必要な適格性を欠く場

合と、こう規定をいたしておりますので、そのことと併せて指導不適格という言葉を使う

場合もあるかもしれませんけれども、分限処分の事由として適格性を欠くといったような

場合に適格性という言葉が使われているということでございます。 
 
○那谷屋正義君 言葉の整理をしていただきたいということでして、大変丁寧に言ってい

ただいたんですが、逆に長いなというか、非常に分かりにくくなっちゃったなというふう

にちょっと思っていまして、私の整理の中では、指導不適格というのは、今言われたよう



に分限処分の対象になる方がそういうふうな状況にあるときに不適格というふうに言うの

かなと。 
 それから、指導不適切というのは、指導不適切な場合は、研修しても改善されない場合

にいわゆる転職の対象になるというような方、これが指導不適切というふうな、そんなよ

うなことをちょっと調べたところ出てきたんですね。 
 指導力不足というのは、正にその指導力が不足をしているということの中で、この方は

研修をしなさいよというか研修の対象者だと、こんなふうに私の中では整理をしておこう

と思ったんですが、不適格の部分は一緒ですけれども、指導力不足と指導不適切はほぼ同

じだというような今の局長の御説明だったかというように思います。 
 さて、いよいよ本題、本論でありますけれども、先ほど来この教員の免許更新制の目的

というのも議論がされたわけでありますけれども、決してその指導が不適格あるいは指導

が不適切な人たちを排除するということを主なる目的として出てきた制度ではないという

ようなこともお話がありましたけれども、もう一度大臣の方からこの更新制の目的につい

てお伺いをしたいというふうに思います。 
 
○国務大臣（伊吹文明君） 三十時間のこの更新研修というのは、提案理由で御説明を申

し上げましたように、時代は刻々と変わりますので、一応十年を節目として公立、私立に

かかわらず教員免許を持っていらっしゃる先生方に新しい研修を受けていただいて、その

認定をもって自信と誇りを持って教壇に立っていただくという目的のために行うのであっ

て、これでいわゆる指導の不適切な教員を発見して排除をするという目的のものではあり

ません。ただ、この十年研修をお受けになって三度、四度と認定を受けられないような場

合をどうするかというのは、研修の結果としてではなくて、あくまでそれは分限の中で措

置されるべきものだと考えております。 
 
○那谷屋正義君 だとすると、やはりこの更新制の今出てきている制度の姿そのものが本

当にこれでいいのかなというか、いわゆる資質の向上というふうなこと、資質については

前回、水岡委員の方とやり取りをされたというふうに記憶しておりますけれども、更新制

というものがいろんな免許の中で持たれている中で、やはり本当にまだその技能をお持ち

なのかどうかということを客観的に測定するという場合には更新制という文言が使われる

んだろうというふうに思いますけれども、資質を向上させるという場合には、やはり直接

この免許更新ということではなしに、正に研修制度、そしてそれで何度もそれをやって駄

目だったというような今お話がありますけれども、その場合にも別な形で分限に当てるよ

うなことは現在の法律の中でも適用できるんではないかなというふうに思うわけでござい

ますけれども、いかがでしょうか。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） もちろん、教員につきましては、様々な研修制度を通じて



その資質を磨くということは、これは必要なことだと思います。公立学校の教員について

は、特に初任者研修などを始めといたしまして、様々な研修が随時行われているところで

ございます。 
 一方、この免許更新講習は、国立、公立、私立、すべての教員につきまして、教員とし

ての仕事をする場合の免許そのものに着目をいたしまして、最新の知識、技能を共通的に

身に付けていただいた方に、正に免許制度の一環として十年に一度そういう講習を受けた

方に更新という形で、免許制度の問題として考えているというものでございます。 
 各教員の状況に応じまして随時行われるこの研修と、免許そのものについて今回御提案

をしております更新講習、これが両々相まって教員の質の向上に資するものと考えており

ます。 
 
○那谷屋正義君 これは、これから質問させていただきながらもう一回いろいろなことを

たださせていただきたいというふうに思いますけれども、やっぱり免許制というものと、

その資質を向上させるためのある意味では研修というか、この場合は講習という言葉を使

っていますけれども、それを絡めるということが様々な問題をも巻き込むというか、そう

いうふうな状況があるというふうに私としては思っているところでありまして、まず更新

の講習の内容についてお尋ねをしたいというふうに思います。 
 御案内のように、教員に求められる研修というものは、教員の崇高な使命を自覚し、絶

えず研究と修養に励むための仕組みというふうにあるわけでありますけれども、この更新

講習の内容というのは、正に教員に必要な研修の一部というものを構成しているんではな

いかというふうに思うんですけれども、これはいかがでしょうか。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） ただいま先生教育基本法をお引きをいただきまして、教員

は絶えず研究と修養に努めなければならないということはそのとおりだと思っております。 
 そこで、この更新制でございますけれども、これは、先ほど大臣からも御答弁ございま

したように、その時々で必要とされる最新の知識、技能を刷新をするということを目的と

するものでございまして、教員として共通に求められる内容を中心に構成をするというこ

とを考えているところでございます。例えば、教職の今日的な役割ですとか、社会性、対

人関係、子供理解や学級経営、教育課程や教科の指導法などに関する事項が考えられるわ

けでございまして、これによりまして教育指導に必要な最新の知識、また子供と接し指導

するための技能と、こういうものをブラッシュアップをしていただくという内容を考えて

いるわけでございます。 
 
○那谷屋正義君 ブラッシュアップする内容というのは本当にどれも重要なことだなとい

うのは私も理解をするところでありますが、先ほど来からずっと言われていますように、

それが三十時間の中でというふうなことが本当に可能なのかというのは、これは最後の最



後まで付きまとうものだろうというふうに思います。何時間あれば足りるということかど

うかという問題も実はあるというふうに思います。むしろ、私の現場経験からいえば、や

はり教師は現場で育つというような言葉もよくあるわけで、子供たちと向き合っていて、

そして仲間の先生たちとそこで教育活動する中で、自然と教員というのはどういうふうに

いったらいいのかなということを学んでいく部分だろうというふうに思うわけであります。 
 ところで、時代に応じた刷新というかリニューアルというか、そういうお言葉があった

ので、ちょっと私、眠っていたわけじゃないんですが、急に目覚めたんですが。先日の本

会議で、安倍総理が教育現場の刷新という、このような言葉を使われたのに対して非常な

違和感を私、持ちました。この教育現場の刷新というのは、刷新という言葉の意味から考

えたときに、全く今の教育現場を否定をしているというふうに受け取ることができるんだ

ろうというふうに思います。 
 そして、新たに時の政府の意図なるものが教育現場にぼっと吹き込んでくるんじゃない

かというような、そんな誤解を招かないとも限らない言葉だったんだろうというふうに思

うんですけれども、もう一度、このリニューアルというか刷新ということの中身について

簡単に、簡単にお触れいただけたらと思いますけれども。 
 
○国務大臣（伊吹文明君） 安倍総理がどういう意図で刷新という言葉を使ったのか分か

りませんが、先生がおっしゃったような時の政府の意図が教育現場にどさっと入ってくる

という意味で使ったのではないと思います。 
 
○那谷屋正義君 文科大臣のこの間のいろいろな答弁をお聞きしていると、正にそうでは

ないというふうに思うわけでありますが、総理大臣と文科大臣と二人で話し合ったときに

は、どうしても引いてしまう部分があってはいけないなと、この部分については教育論で

あるから譲れないということで、是非そこのところは篤と言葉の使い方からを含めて、し

っかりと誤解を招かないような逆に指導をしていただけたら大変有り難いというふうに思

うところであります。 
 時代に応じた技術というか知識の中でどんなことが考えられるのかなというふうに思う

んですけれども、昨今、学校における子供たちの安全というものが非常に危惧されている

ということの中で、学校にいろいろな防犯用具がいろいろと購入されてその使い方を研修

するとかということもあるんですが、私はかねてからずっと思っていたんですが、是非こ

れは内容として入れていただきたいことは、スクールセクハラ、これの研修を絶対にやっ

ていただきたい。 
 これはもうどんなにすばらしい先生でも、そのノウハウを知らないと、私はそこに落ち

込まないで済んだんですけれども、本当に、例えば女生徒、中学校、小学校でもいいんで

すけれども、女生徒あるいは子供が相談に乗ってきたと、これ教室で乗ったときに、教室

でその相談をするときに、机を間に置いて向かい合って座るのか、あるいは隣になって座



るのか、あるいはドアを開けたまま座らなきゃいけないのか、あるいは閉めてはいけない

か、まあ同じことですけれども、そういうようなそのノウハウが実は分かっていない方も

たくさんいらっしゃるんです。そのことによってとんでもないぬれぎぬというか、いろん

な誤解がある中で、残念ながら職場を去らなければならないような人たちも出てきてしま

っているという例を私は少なからず見ています。 
 そしてもう一つは、これは後ほど触れますが、この間の受講免除者にも入っていますが、

実はスクールセクハラで最も多いのは管理職なんです。この部分について言うならば、や

はり管理職が免除されていいものかどうかという問題も含めてもう一度お考えいただかな

きゃいけないなというふうに思うんですけれども、正にこの部分については、是非この内

容の中にやはり入れるべきではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょう

か。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 更新講習においてどういう内容をやるかというのは、大ま

かな点は先ほど申し上げたわけでございますけれども、細事項といいましょうか、これは

これから詰めていくわけでございますが、例えば教育をめぐる最新状況に加えまして、教

職についての考察といったような中で、服務等に係る内容ですとか、あるいは子供理解あ

るいは発達心理学をもう一回学習をするとか、教育方法、技術の最新知見、教育政策の動

向、学校の危機管理とか、あるいは先ほど先生からお話がありました学校の安全確保の問

題とか、学校教育の今抱えておりますこういった課題についてやはり学ぶことができるよ

うにしていくということは十分検討していきたいと思っております。 
 
○那谷屋正義君 スクールセクハラについてのそうした講習も含まれるというふうに理解

してよろしいですか。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 服務等の中で考えられるところだと思います。 
 
○那谷屋正義君 研修の中身については、何かお聞きしますと、これからいろいろな絵を

かいていくというようなお話でもございますので、是非その絵の中に入れていかなければ

いけないんだろうというふうに思っていますが、ただ、今お話を伺っていて、中身を聞け

ば聞くほど、先ほど冒頭にお尋ねをした十年次研修というものに非常に重複してくるんじ

ゃないかなというような、そういうふうに思えて仕方がないんですね。 
 十年次研修の内容の中には、例えばこれから本当に大事であろう国際理解教育ですとか、

あるいはコーチングを生かした生徒指導、教育相談、そして正に今というか昨年からずっ

と問題になってきておりますいじめの諸問題など、こうしたものをやはり内容の中に入れ

ているというふうなお話も伺ったところでありまして、だとすると、この講習の中身と十

年次研修の中身というのがほとんど重なるなという、そんな思いを払拭できないんであり



ますけれども、いかがでしょうか。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 十年経験者研修は、公立学校の教員につきまして、十年を

経た方について各教員の得意分野づくり、専門性を高めるといった観点からの研修として

運用されているところでございます。実施の主体は教育委員会でございまして、また校外

研修の場所も主として教育センター、都道府県の教育委員会の教育センターなどが中心で

ございます。また、主な指導者としては指導主事の方などが中心でございまして、特に修

了認定というのはないわけでございます。 
 これに対しまして更新講習は、十年までの、免許を取得して十年までの国公私立すべて

の教員に基礎的な資質能力を共通的に身に付けていただくと、そして、また自信を持って

教職生活を送っていただくための制度でございまして、研修の時間は更新講習の方が十年

経験者研修と比べて短いわけでございますが、国公私立すべての教員が対象になり、また

研修を実施をするところも教員養成大学を中心とした大学が中心でございますし、また講

習の修了認定もあるということで、それぞれ十年経験者研修と更新講習は目的を異にして

いるものでございます。 
 
○那谷屋正義君 それを受けないと免許が失効するという、簡単に分りやすく言うとそう

いうふうなことの中で目的が違ってくるというふうに思うんですが、しかし、受けて教員

の資質の向上を図るという意味ではどこも違わないだろうと。専門分野を伸ばすものもも

ちろん必要だろうし、それから時代、その時々の必要なものというものを身に付けるとい

うこのことも、十年次研においてはそれはやらなくていいのかと、そういう話にはならな

いわけでありまして、やはりそのことは本当に同じではないかという意味では、私はやは

り、今回の制度の導入というよりも、むしろこれまでの研修をしっかりと充実させるとい

うことの方が、この制度導入そのものに物すごいリスクを私は感じますから、そのリスク

から考えたならば、やはり研修の充実というものの方がはるかにいいのではないかという

ふうに私は思っているところであります。 
 ところで、もう少し中身についてお尋ねをしたいと思うんですけれども、現在、先生方

が持たれている免許というのは、一つは教科による免許がございます。あるいは小学校、

中学校、その学校による、幼稚園もそうですけれども、学校による免許があります。様々

こうしたものが物すごい多岐にわたって免許があるわけでありますけれども、こうした、

ある意味、技能というお話がありましたけれども、技能の部分というものについてどんな

講習を考えられているのか、お尋ねをしたいと思います。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 免許更新講習は、まず一つには、先ほど来申し上げており

ますように、教員として共通に求められる内容を中心に構成されるわけでございます。こ

のうち、各教科の指導方法など技能の部分に係る講習内容につきましては、これは必ず講



習に含まれるものと考えるわけでございますけれども、今先生からお話ございましたよう

に、教科や学校段階によってこれは様々な講習内容が必要になろうかと思います。 
 そこで、各教科の指導法などの技能の部分につきましては、多様な講習を用意をいたし

まして受講者が選択できるようにするということが必要ではないかと考えております。具

体的には、例えば講習の対象となる学校種や教科の種類、講習内容の概要、開設の時期な

どをあらかじめ開設者において明らかにするということや、それらの情報について文部科

学省のホームページ等において広く周知をするといったようなことを考えております。 
 いずれにいたしましても、この免許更新講習の内容につきましては、改正法の第九条の

三におきまして省令において定めるとされておりますので、改正法案をお認めいただいた

後は、国会における御審議を踏まえまして、どういう工夫が可能か検討していきたいと思

っております。 
 
○那谷屋正義君 免許の種類もさることながら、実はお一人の方が複数免許を持っておら

れる方もいらっしゃいますし、それを余儀なくさせられたという方もいらっしゃいます。

これは前、衆議院の方で話があったのかもしれませんが、いわゆる現在免許外教科という

ことの中で、免許を持っていないけれども、どうしても校内の都合の中でそれをやらざる

を得ないような状況というのが実際にはあるということで、それを実際に研修を受けなが

らその免許も取るような形で取られた、一生懸命頑張って取られた方もいらっしゃるわけ

ですけれども、そういう方たちもその更新するのにどうしたらいいのか。一教科だけの更

新をすれば、それが必然的にほかのもくっ付いてくるのかどうかというような問題も実は

あるんだろうというふうに思いますけれども、この部分についてはまた、細かいことにつ

いてですのでちょっと後ほどまた、後ほどといいますか、後日そういう機会がありました

らお尋ねしたいというふうに思います。 
 次に、講習の免除をされる方ということについて幾つかお尋ねをしていきたいというふ

うに思います。 
 まず、この講習免除者というものは、対象はどういう方たちになるのか、改めてお尋ね

をしたいと思います。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 改正法の九条の二第三項では、知識、技能その他の事項を

勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところによ

り免許管理者が認めた者は、免許更新講習を受講することなく更新ができることとなって

おります。 
 この免除規定を設ける目的は、既に知識、技能が最新であると認められる者に重ねて免

許更新講習を受講させることを回避をするということにあるわけでございますが、対象者

といたしましては、具体的には、優秀教員として表彰された方、校長、教頭等教諭を指導

する職にある方、勤務実績を勘案して受講する必要がないと認められた方などが考えられ



ているところでございます。 
 
○那谷屋正義君 管理職の方についても入っているということですのでお尋ねをしたいと

思いますが、正に学校を経営していく校長、あるいは今度設けられることができるように

なった副校長、あるいは教頭、あるいは指導教諭ですね、こうした方たちは、その時点で

は、その時点ではそうした新しい知識、技能を持ち合わせているというふうなことで免除

になるのかもしれませんが、これはあれですか、そのときは免除されるけれども、次の十

年後にはという、管理職で十年になる人はなかなかいないんですけれども、しかし、例え

ば若くして管理職になられた方もいらっしゃるわけです。四十の前半で管理職になられる

方もいらっしゃいますから、そういう方たちというのが十年後も、もうずっと未来永劫こ

れを受けなくていいのかどうかということについてはいかがでしょうか。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 管理職に、管理職といいますか、校長等の職に就いている

ときは免除の対象者とすることを検討しておりますけれども、その職を外れた場合には更

新講習の対象にこれはなり得るというふうに今は考えております。 
 
○那谷屋正義君 今は考えていらっしゃるということですから、是非変えていただきたい

と、こういうふうに思うわけであります。 
 なぜならば、やはり先ほども議論がされていましたように、校内の中でやはり、いわゆ

るよく局長はなべぶた型のシステム云々ということの中で今回の学校教育法も改正をされ

たというお話だったわけですけれども、それは何も管理を強めるためだけのものであると

すれば、それは全く学校現場には不要なものでありまして、そうではなくて、やはり先輩

からいろいろな知識、技能を学ぶんだというふうなことだとするならば、正にその知識、

その学ぼうとする校長や管理職が免除者であるということは、十年前の知識は持っている

けれども、そのときの知識はもう既にどこかへ行っちゃっているというようなことだって

あり得るわけなんですよね。 
 ですから、やはり何のために免除があるのかなということについては私、相変わらず分

からないんですけれども、やはりその辺については是非お考えを変えていただきたいなと

いうのが一つございます。 
 それから、私学の成績優秀で表彰された者というような形で今お話があったかと思うん

ですけれども、これ実は、公立と私立ではこの表彰基準というのが非常にまちまちなんで

すね。それで、そういう表彰基準がまちまちであって、片やその教員としての生涯を問わ

れるかもしれないその研修を受けなければならないのと、あるいはそこで免除を受けると

いうふうな方が出てくるということは、これは一体この制度そのものが本当に公平と言え

るのかどうかということについては大いに疑問を持つところなんですけれども、それはい

かがでしょうか。 



 
○政府参考人（銭谷眞美君） 優秀教員として表彰された者と先ほど申し上げました。例

えば、今年、文部科学大臣表彰というのを初めて行いました。こういう方は、それぞれ各

都道府県から御推薦をいただいて、文部科学大臣が優秀教員として表彰させていただいた

わけでございますけれども、こういった方とか、あるいはそれぞれの県で、都道府県で優

秀教員としての制度いろいろあろうかと思いますので、どの範囲でどのように免除の対象

者としていくかは、これは私ども更に検討していきたいと思っております。 
 
○那谷屋正義君 これは、もう本当にこれは御案内だというふうに思いますけれども、や

はりこのことは、一人の教員として、生涯教員で頑張ろうと言っている方たちがずっとこ

の道に入られているわけでありますから、あるいはこれから入ろうとするわけであります

から、そういう意味では、どこかにというよりも、今のような形で基準が余り一定になっ

ていないような形の中で、そのことが免れる人と免れない人が出てくるというようなこと

があっては絶対にいけないんだろうというふうに思うんですけれども、その辺がまだこれ

から御検討されるというふうなことであるとすると、ちょっと不安だなと言わざるを得な

い部分でございます。 
 それから、この間のやり取りの中で、議論の中、更新講習を認定されるに当たって、普

通の教員であれば特段の準備をしなくても合格するというような形のものになるというこ

とがたしか議論の中にあったのかというふうに、これ、ごめんなさい、衆議院だか参議院

だかちょっと自分の中ではないんですけれども、そういうふうにあったというふうに思う

んですね。 
 しかし、じゃ、そういうものを強制をする必要が本当にあるのかなという、またそこに

疑問が出てくるんですけれども、それはいかがでしょうか。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 通常、日々職務に励んでおられて、そして三十時間の講習

をしっかりとお受けになられた方は、そういう方であれば通常は修了の認定が考えられる、

そういう講習でよろしいんではないかというふうに私どもは思っております。 
 
○那谷屋正義君 そのことによって、それによって多くの先生方は大体今の身分も含めて

保てますよということなのかもしれないんですけれども、しかし、それをもって免許の取

消しというか、要するに有効期限云々という話というのは、ちょっとこれもまたいかがか

なというふうにも思うところであります。 
 ところで、この更新講習というのはその有効期間が残り二年間になったときに受講する

ことができるということになっているというふうに思うんですけれども、例えば一年目に

不合格科目があった教員というのは、その結果というものがまず、何というんですか、講

習開設者から通知されるのかどうか、そして教育委員会が開設した講習の場合には不合格



の結果というのはどのように扱われるのか、お尋ねをしたいと思います。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） まず、講習の修了の結果というのは本人に通知されること

になると思います。 
 それから、先ほどちょっと私、言い方が不正確だったかもしれませんが、更新制の基本

的性格ということで、昨年七月の中教審の答申では次のように書いてございます。「今回の

更新制は、いわゆる不適格教員の排除を直接の目的とするものではなく、いわば、教員と

して日常の職務を支障なくこなし、自己研鑽に努めている者であれば、通常は更新される

ことが期待されるものである。」と、こういう講習にしたいというのが中教審の考え方でご

ざいます。 
 それから、免許の更新講習は文部科学大臣の認定を受けて開設されるものでございます。

各講習の修了の認定は、各講習開設者が国が定めた修了認定基準に基づいて行うというこ

とになります。免許更新講習は、基本的には教員養成課程を有する大学を中心に開設をし

ていただくことを予定をしておりますので、その場合は各大学が修了認定基準に基づいて

修了認定を行うということになるわけでございます。なお、教育委員会が開設の認定を受

けて免許更新講習を開設する場合には、修了認定を行う者は講習を開設した教育委員会と

いうことになるわけでございます。 
 なお、冒頭申し上げましたように、講習の修了の結果というのは本人に通知をされると

いうことになります。 
 
○那谷屋正義君 その通知を出す更新講習の評定者について幾つかお伺いをしたいと思い

ますけれども、評定者はどなたがどんな形で決まっていくのかということ、それから、例

えば評定者としての何か訓練みたいなものは行うのかどうか、そうしたことについていか

がでしょうか。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） これは、具体的には国がこれから修了認定基準というもの

を定めていくということになりますので、その中で明らかにしていくわけでございますが、

今、基本的に考えておりますのは、講習の開設をし、実際の講習に当たった大学なら大学

のその指導者等、これはできるだけ複数が望ましいと思いますけれども、そういう方が国

が定めた修了認定基準に基づいて修了認定を行うということになると思います。 
 
○那谷屋正義君 もっと評定者についてもお尋ねをしたいんですが、時間がどんどん迫っ

ていますので、この免許制度について、いわゆる臨時職員というか、臨時採用者の更新講

習の受講機会というものは保障されるのかどうかということでございます。 
 といいますのは、私は横浜出身なんですけれども、横浜には常にリスト登録者が千名お

ります。千名おります。しかし、この四月から五月を終える段階になるころになると、こ



の千名はすべて各学校に配置されてしまいます。それだけ各学校現場で残念ながら健康を

害される方、あるいは産休、育休、そうした方々でこの千名のリストが全部出払っちゃう

んです。その後でもしも人が欲しいということを学校から教育委員会に要請しても、それ

はもううちではリストはありませんから、校長先生、自分で見付けてくださいと、こうい

う言い方になってくるわけですよ。こういうふうな状況の中にあって、この臨採の人たち

が更新講習というものを受けなければならないというふうなことになったときにそういう

機会が保障されるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） まず、免許更新講習の受講対象者につきましては、現に教

員として採用されている方がまず原則受講対象者になります。これに加えまして、採用内

定を有するなど、教育職員に任用され、又は雇用されることとなる方も受講が可能という

ふうに考えております。 
 さらに、これらの者以外にも、今お話がございましたけれども、各教育委員会において

非常勤教員の候補者リストに登載されている方など、非常勤教員等として採用される可能

性がある方についても免許更新講習の受講を可能とする方向で検討をしていきたいと考え

ております。断続的に非常勤講師として採用される可能性があるわけでございますので、

そのリスト登録者というのはそういうことで考えていきたいというふうに思っております。 
 
○那谷屋正義君 今の学校教育において、この臨時採用者あるいはそのリストに登録され

ている方というものが非常にもう欠かせない、なくてはもう本当に教育活動が成り立たな

いような状況になっているんですが、残念ながらこの方たちには今研修の機会が保障され

ておりません。これはちょっと今回の免許とは違うことなんですけれども、その辺につい

て、その保障というものについてどのようにお考えか、お尋ねをしたいと思います。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） いわゆる常勤の教員のような研修の体系というのは非常勤

の教員の場合はまだ整備をされていない状況にあろうかと思いますが、実際の仕事を通じ

まして先輩からいろいろ指導を受けたり、そういうことで是非そういう非常勤の方々も資

質の向上に努めていただければというふうに思っております。 
 
○那谷屋正義君 次に、これも午前中ちょっと話が出てきましたが、特別免許状、先ほど

はそんなに多くないというお話でありまして、ちょっと私、昼の間に調べさせていただき

ましたら、〇五年度のときには確かに全国で百八十四名というふうな数字だったかという

ふうに思います。しかし、これも全国的にそういう数字ではありますが、昨年それから今

年と、例えば横浜の場合は二十五、六人採用されているんです。率でいうと大体全採用者

の三％ぐらいかなということで、しっかり枠を設けてされているわけですけれども、この

方たちがいわゆる教壇に上がる場合に、大学で単位を取って免許を取られたという場合と



また全く違う形で今は教壇に立たれているわけですけれども、この方たちの更新というも

のはどのようにお考えでしょうか。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 特別免許状を授与されまして教壇に立っておられる教員に

ついても、普通免許状保持者と同様に十年に一度講習を受けていただくということを考え

ております。 
 今回の更新制は、その時々で必要とされる最新の知識、技能を身に付けていただくとい

うことを目的とするものでございますので、講習内容はおよそ教員として共通に求められ

る内容が中心の構成となります。したがって、特別免許状保持者につきましても、普通免

許状保持者と同様の更新講習を受けていただくということを考えております。 
 
○那谷屋正義君 残りが十一分になってしまいまして、申し訳ございません、今日はせっ

かく総務大臣にもおいでいただいておりまして、地教行法にかかわって今回出されている

法案と、それから地方自治法との関係ということで是非お尋ねをしたいというふうに思い

ます。 
 地方自治法の第二百四十五条の五によるいわゆる是正の要求というものが行われる要件

として、「事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、」、そして「著しく適正を

欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき」というふうに定められています。

その部分について、提案されております地教行法の第四十九条の是正の要求の方式という

ところでは、前半の「違反する」というものは同じでありますけれども、後半の部分の文

言で、「当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合」というふうに定められています。

しかし、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害する場合というのと、それから怠る

場合では、その行為上の差だけでなくて、あるいは違いだけではなくて、内実においても

明白に違いがあるというふうに思うわけであります。 
 こうした問題意識から、どうしても、今日長い間お待ちいただいたんですが、総務大臣

に御質問をしたいんですけれども、地教行法の改正案第四十九条とは、地方自治法第二百

四十五条の五に規定されている是正の要求について、その方式を単に定めただけだという

ふうに言えるんではないかと思います。地方自治法第二百四十五条の五の是正の要求にか

かわる法的効果の及ぶ範囲についての真っ当な解釈ということになりますと、対象となっ

た自治体は要求に従う義務はある一方、要求にこたえるための具体的な措置については当

該自治体の裁量に任されている、このことは先ほど大臣、文科大臣の方もお話しされたと

いうふうに思いますけれども、であるならば、第四十九条の中で「当該教育委員会が講ず

べき措置の内容を示して行うものとする。」という規定がなぜ必要なのかなということが大

いに疑問になるところであります。 
 地方自治法第二百四十五条の五に関する私の解釈というものがもしそれでいいというこ

とになったとすれば、措置の内容を示して行うことに、こうしたことが本当に、文科省が



幾らこういうことをしてもらいたいというか、そういう是正をしろということを執念を燃

やされても、その措置内容に当該自治体が拘束される必要はないというふうに私は理解を

するところでありますけれども、総務大臣、いかがお考えでしょうか。 
 
○国務大臣（菅義偉君） 基本的に今回の改正法の中で、私どもは自治事務に認められる

関与の範囲内、このことについて私は文科大臣とこの法案の中で議論をしました。今回、

今、那谷屋議員から指摘のありましたこの二百四十五条の五に基づく是正の要求、これに

ついても私どもはその範囲内であるというふうに思っていますし、その要求を受けた地方

公共団体は、是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない義務は負いますけ

れども、しかし改善の具体的な措置内容については地方公共団体の裁量にゆだねられると、

そのように私どもは考えております。 
 この中で、地方教育行政法四十九条に規定する措置内容を示して行う是正の要求は、こ

の二百四十五条の五に規定をする是正の要求であり、これが行われた場合、教育委員会は

必要な是正措置を講じなければならない義務を負うものでありますけれども、具体的な措

置の内容については最終的には当該教育委員会の裁量にゆだねると、このように私どもは

考えております。 
 
○那谷屋正義君 今日、総務大臣に来ていただいたかいがあった答弁をいただいたなと、

こういうふうに思うわけであります。つまり、その措置等々は当該の自治体に任されてい

るということでありまして、正に地方分権の理念というものがそこにはしっかりと生かさ

れているというふうに私は理解をするところであります。 
 したがって、例えばその措置の内容を示して行うというふうに言われても、そのことに

ついては、法的な拘束力というふうな言葉を言うとちょっと強いかもしれませんが、そこ

はない、持たないというふうに私としては思うところでございますけれども、なぜこの四

十九条の措置の内容を示して行うということに対してこのようにわざとここに入れられた

のかということについては、非常に私としては、何か他意があるのではないかなというふ

うに、ちょっと疑り深い性格か何か分かりませんけれども、ちょっとそんなふうに思って

しまうのでありますけれども、例えば、「講ずべき措置の内容を示して行うもの」というの

は、これはいついつまでに何をするかという、そういったことを指すのかというふうな理

解でいいのかどうかということですね。 
 それから、文科省があれこれ指示するということに対して、結果として許容するに等し

く、またそれは従来の指揮命令型行政の復活に戻るんではないかというふうな、そういう

ような危惧もするわけであります。 
 したがいまして、地教行法にそういったことをあえてここに規定したということについ

て、理由といいますか、その意図をお聞かせ願いたいと思います。 
 



○国務大臣（伊吹文明君） この是正要求は、ただいま総務大臣がお答えになった地方自

治事務の範囲の中で結構だと思いますが、文科省があれこれ指示するのではございません。

国会の意思をお伝えするんです。国会がお決めになった法律どおり行われていない場合に

是正の要求をするわけです。それと同時に、是正の要求の内容を当該教育委員を任命され

た自治体の長と、そして議会にお示しをするわけですから、あとは議会が地方自治の力を

発揮していただいて、我々が申し上げている是正の内容どおりじゃなくてもいいという御

判断をなさればそれで結構ですが、多分、国会で決められた法律どおり動いていないこと

について、それでいいということを地方自治体、地方議会がおっしゃることは私はないと

思っております。 
 
○那谷屋正義君 本日、実は資料も用意をさせていただいて、それを使う時間がなかなか

なくなってまいりましたけれども、申し訳ありません、もう一度更新制の方に戻らせてい

ただきたいと思うんですが、今配っていただいていますか。 
 「夏季休業中の職員勤務実態表」というのがお手元にあるかというふうに思います。こ

の間、この免許更新の講習について、夏休みだとか、あるいは土日を使えばというような、

そうした答弁がされてきたわけでありますけれども、この夏休みというもの、これは東海

地方の某小規模小学校でありますけれども、個人名等々については個人情報ということの

中で控えさせていただいておりますが、ちょうど水色の網掛けがしてある方たち、担任の

Ａ、Ｂ、Ｃの方たちは、これはちょうど法定十年研修対象者であります。 
 この方たちを見ていただきますと、実は勤務実態のありようというのが一番下の表の枠

外に出ていますが、出勤、出張、研修、年休、振替、夏季休暇と、こういうふうな種類分

けがされるわけでありますけれども、いわゆる自己研修というか、そういったものについ

て研修、二重丸なんですけれども、この十年次研の方たちにはこの自己研修というものを

する時間が全くないというふうな状況になっています。 
 こういう状況の中で、新たに三十時間の免許更新制というふうな形の中での講習が本当

に組み込まれることができるのかどうか。もしこのような形の中で夏が無理だということ

になったときには、当然今度は課業期間中の土日になってくるんだろうというふうに思い

ますけれども、その際は、土日というのは本来休まなければならない日でありますから、

そのときに出たときに、その振替というふうな形に本来はなるべきだろうというふうに思

います。 
 ただし、これはこの研修が勤務であるというか、そういうふうに位置付けられた場合に

はそういうふうになるんだろうというふうに思いますけれども、私はこれ、免許がなけれ

ばやはり勤務に就けないわけでありますから、そういう意味ではもう限りなく勤務に近い

ものではないかというふうに思いますし、これを勤務でないとする、自分で勝手に行きな

さいというふうな形でするとするならば、それは余りにも冷たい話だろうというふうに思

いますし、教員が本当にどんどんどんどんいなくなってしまうというようなことも起こり



得るのではないかというふうに思うわけでありますが、そういう意味では、是非三十時間

のものをまず、限りなく勤務、私は勤務とみなしていただきたいと思っていますけれども、

限りなく勤務というふうな形を取れるのかどうか。 
 もう時間がありませんので、最後にもう少し言いますと、実は衆議院の附帯決議の中で

この部分についての財政的な措置について検討するというようなこともうたっています。

財政的な措置を検討するということは、やはり自分で勝手にそうやって行かれる部分につ

いて、服務というものを考えたときに、やっぱり限りなくこれは勤務に近いんだろうとい

うふうに思うわけでありますけれども、その辺いかがでしょうか。 
 
○政府参考人（銭谷眞美君） 教員免許は個人の資格でございますので、基本的には免許

更新講習の受講についても夏季休業中あるいは休日、年次休暇等を利用して行うべきもの

だと考えるわけでございますけれども、これは国が新たに制度としてつくる講習という意

味合いもございますので、いわゆる職専免の研修扱いとか、そういうことができるのかど

うか、その辺は御議論も踏まえましてよく検討していきたいと思っております。 
 
○委員長（狩野安君） 那谷屋正義君、時間です。 
 
○那谷屋正義君 もう時間ですので、これで終わりたいと思います。 
 総務大臣、どうもありがとうございました。 


